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第７４回国民体育大会近畿ブロック大会奈良大会宿泊等業務

斡旋事業者選定にかかるプロポーザル実施要領

１ 目的

この要領は、「第７４回国民体育大会近畿ブロック大会奈良大会」（以下、「当大

会」という。）を開催するにあたり、以下の業務を斡旋する者をプロポーザルにより

選定するための必要事項を定めるものです。

２ 斡旋する業務の概要

（１）当事業の名称 第７４回国民体育大会近畿ブロック大会奈良大会宿泊等業務

（２）斡旋業務の内容 第７４回国民体育大会近畿ブロック大会奈良大会宿泊等業務

仕様書のとおりとします。

詳細については、（公財）奈良県体育協会のホームページに

掲載します。

http://www.nara-sports.or.jp/
３ 募集期間

平成３０年１１月１日（木）から平成３０年１１月２６日（月）

受付時間

上記期間の土曜日、日曜日を除いた日の午前９時００分から午後４時４５分まで

４ プロポーザル参加書の提出及び参加資格について

当事業のプロポーザルに参加しようとする者は、平成３０年１１月１６日（金）午

後４時４５分まで（必着）に、プロポーザル参加書および誓約書を提出（ＦＡＸ）し

てください。期限までに提出のなかった場合は不参加とします。

参加資格は次のとおりとします。

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しない者であること。

（２） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項又は第２項の規定

による会社更正手続開始の申立て（同法附則第２条の規定によりなお従前の

例によることとされる更正事件に係る同法による改正前の会社更生法（昭和

２７年法律第１７２号）第３０条第１項又は第２項の規定による更正手続き開

始の申立てを含む。）をしていない者又は申立てをなされていない者であるこ

と。ただし、同法に基づく更生手続開始の決定を受けた者については、更生手

続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。

（３） 平成１２年３月３１日以前に民事再生法（平成１１年法律第２２５号）附則
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第２条による廃止前の和議法（大正１１年法律第７２号）第１２条第１項の

規定による和議開始の申立てをしていない者であること。

（４） 平成１２年４月１日以後に民事再生法第２１条に規定する再生手続開始の申

立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法

に基づく再生手続開始の決定を受けた者であっても、再生計画の認可の決定を

受けた場合は再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなか

った者とみなす。

（５）銀行の取引停止、又は差し押さえを受けていない者であること。

（６）役員に法律行為を行う能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び禁固以

上の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日か

ら２年を経過しない者がいる法人等（法人格のない団体にあっては代表者が上

記要件に該当する団体）でないこと。

（７）参加意向申出書の提出時点において、奈良県物品購入等の契約に係る入札参加

停止等措置要領による入札参加資格停止措置、又は奈良県建設工事等請負契約

に係る入札参加停止措置要領による入札参加停止措置を受けていないこと。

（８）物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する規程（平成７年１２月奈良県

告示第４２５号）による奈良県競争入札参加有資格者であること。

（９）企画提案書提出時点において、奈良県における競争入札参加有資格者で、営業種

目Ｑ７（諸サービス ④（旅行業））を主たる業種とし、県内に営業所等を置

く者で、スポーツ大会の宿舎手配等の業務を実施した実績のある者であること。

（10）次のいずれにも該当しない者であること。
ア 役員等（法人にあっては役員(非常勤の者を含む。）、支配人及び支店又は営

業所（常時物品購入等契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。）の

代表者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をい

う。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定す

る暴力団員をいう。以下同じ。）である者

イ 暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴

力団員が経営に実質的に関与している者

ウ 役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、

又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用している者

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与す

る等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与して

いる者

オ ウ及びエに掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非

難されるべき関係を有している者
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カ 本契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約（以下「下請契約

等」という。）にあたって、その相手方が上記アからオのいずれかに該当すること

を知りながら、当該者と契約したとき。

キ 本契約に係る下請契約等にあたって、アからオのいずれかに該当する者をその相

手方としていた場合（カに該当する場合を除く。）において、契約の相手方に対し

て請負契約等の解除を求め、契約の相手方がこれに従わなかったとき。

５ 参加資格の確認及び確認結果の通知について

提出された参加書の内容を事務局において確認し、１１月１９日（月）午後４時

４５分までに確認結果をＦＡＸにより通知いたします。

６ 質問の受付及び回答について

当事業について、質問のある場合は下記期間中に文書（郵送、ＦＡＸ）にて、提出

してください。口頭での質問には回答いたしかねます。なお、質問に対する回答は、

取りまとめのうえ、（公財）奈良県体育協会のホームページに掲載します。

（１）質問受付期間 平成３０年１１月１日（木）から９日（金）まで

（２）質問回答 平成３０年１１月１４日（水）まで

７ プロポーザル参加申請書の提出について

適正な参加資格を有することが確認された者は、プロポーザル参加申請書（別紙様

式１～９）をＡ４版縦型１５枚以内にまとめ、平成３０年１１月２６日（月）午後４

時４５分まで（必着）に、下記あて原本１部、写し５部を持参または郵送（配達証明

付きの郵便に限る。）で提出してください。

《提出先》 「11 提出・問い合わせ先」を参照してください。

８ プレゼンテーション

提出されたプロポーザル参加申請書により、下記のとおりプレゼンテーションを行

います。

（１）日時 平成３０年１２月 ４日（火） 後日、時間を指定します。

（２）場所 奈良市登大路町３６番地２

奈良商工会議所 ３階 ３０１会議室

（３）方法 持ち時間は１社につき３０分程度とし（説明２０分、質疑１０分）、

提出されたプロポーザル参加申請書に基づき説明を行ってくださ

い。

（４）注意事項 ・１社からの参加人数は３名までとさせていただきます。

・プレゼンテーションは総括責任者が行ってください。
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９ 審査方法および結果の通知について

（１）提出された書類は、当協会において下記の審査項目について審査を行います。

審査経過については公表しません。また、審査結果についての異議申立は受

け付けません。

① 会社の概要

② 事業実施の組織体制

③ 過去の事業実績

④ 大会期間中の対応計画

⑤ 宿泊等施設の選定計画

⑥ 宿泊等申込みの手順等

⑦ 宿泊等施設との連携

⑧ 競技種別毎の配宿計画

⑨ 選手輸送計画（宿舎～競技会場）

⑩ 宿泊時の緊急医療体制

⑪ 昼食調達計画

⑫ 精算事務の処理手続き方法

（※評価内容は別紙参照）

（２）審査の結果は、平成３０年１２月６日（木）付けで申請書の提出のあった全

社に通知します。

10 その他

（１） 選定された社と当協会の間で、当業務委託の詳細について協議を行います。

（２） 本プロポーザルに要する費用は、参加社の負担とします。また、提出され

た書類は返却しません。

（３） 提出書類の個人情報は、本件審査の目的のみに使用し、それ以外の目的に

は使用しません。

11 提出・問い合わせ先

〒 630-8501 奈良市登大路町３０

公益財団法人奈良県体育協会 担当：福辺、矢尾

ＴＥＬ：０７４２－２２－５７９１ ＦＡＸ：０７４２－２２－５７９５


